
 

静岡国道事務所 

小型自動二輪（125cc 以下）車両の誘導について 

 
１． 背景 

小型自動二輪（125cc以下）ドライバーから「国道 1号 BP自動車専用道路（以下「自専
道」という）通行不可車両への案内が不十分」との指摘を受けたことを契機に、自動車専

用道路における通行不可車両の誘導のあり方について検討している。 
静岡県内を東西に通過する国道 1号 BPでは、統一した方針に基づく誘導が必要との認識

の元、静清、藤枝、浜名・潮見バイパスの 4路線（3地区）について検討を実施した。 
 
対  象：東西を移動する長トリップの 125cc以下車両のドライバー 
目  的：125cc 以下車両のドライバーが、自専道区間であることを認識し、誘導にし

たがい迂回路を通行、自専道区間を迂回後に再び国道 1 号に合流し、目的地
へ到達できること 

対象路線：①静清バイパス、②藤枝バイパス、③浜名・潮見バイパス 
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自動車専用道路における通行不可車両への誘導について 
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【迂回路案内の 本方針】 
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【静清バイパスにおける課題】 

① 旧道と側道の２通りあり、他の自専道とは状況が異なる（現在は旧道へ案内）

② 旧道への分岐交差点（清水 IC 西交差点）と自専道の始まりとの間に距離

（300m）があるため、迂回路の誘導がしにくい 
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③ 清水西交差点から旧道へは県道 338 号を経由するため、連携が必要になる 

④ 125cc車両にとってトンネルが存在する丸子IC～唐瀬IC区間の走行環境は、
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３．自専道区間の始まりにおける 125cc 以下通行不可車両への誘導方法 

 設置場所 概 要 内 容 備考

① 
200m 手前 

路側 

自動車専用の「予

告標識」を設置 

第一に自専道の予告を行う 

絵（標識）と数字を用いることで外国人にも周知可能 設置

② 

0～200m 手前 

路側 
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を路肩側に設置 

迂回路への流出を指示する看板 

シンプルな表現の看板を複数設置する 

ここでは、側道車線のカラー舗装に合わせて青を基調と

する 
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③ 
100m 手前 

路側 

125cc 以下の流出

指示の「路面標示」

を設置 

側道車線に路面標示を設置する 

車道の路肩側を通行することが多いバイク利用者が確

認できるよう設置位置を工夫する 

設置
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側道車線以外を走行する 125cc 以下ドライバーにも確

認できるように、既設案内標識に別途看板を追加する 
条件

設置
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始まり 
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を設置 
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既設
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既設の案内標識があり、構造に余裕が

ある場合に補助看板を追加 

④【補助看板】

 北街道 天王町  １ 静清バイパス

 静岡センター
 

島田  41km
 

浜松  88km
 

名古屋 196km島田 浜松

③【路面標示】 
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